
 

 

 就業規則上の所定労働時間が７時間３０分の企業において，７時間３０分を超え

て残業させた場合，８時間までの３０分間は法内時間外労働となり，８時間を超え

た部分は法定時間外労働となります。 

 法定時間外労働は，労基法３７条１項において，一定の割増率以上の割増賃金（残

業代）を支払わなければならないとされています。 

 法内時間外労働については，労基法では特段の定めを設けていないため，法定時

間外労働と同様の割増賃金（残業代）を支払う必要はなく，就業規則や個別合意で

定めた賃金を払えば足りるとされています。もっとも，「労働契約は労働者の労務

提供と使用者の賃金支払に基礎を置く有償双務契約であり，労働と賃金の対価関係

は労働契約の本質的部分を構成しているというべきであるから，労働契約の合理的

解釈としては，労基法上の労働時間に該当すれば，通常は労働契約上の賃金支払の

対象となる時間としているものと解するのが相当である」（大星ビル管理事件最高

裁平成１４年２月２８日第一小法廷判決）と考えるのが一般的ですから，法内残業

時間の賃金額について何の定めもないからといって，直ちに賃金を支払わなくてい

いことにはなりません。 

 固定給と歩合給（出来高払）の両方がある場合，固定給部分の計算と歩合給部分

の計算を別々に行います。 

 固定給の場合，時間外労働分の時間単価は固定給に含まれていないため，時間単

価に相当する部分も支払う必要があり，時間外労働をさせた場合，通常の労働時間

の時間単価に１．２５を掛けて時間外労働の賃金の時間単価を算出していました。 

 これに対して，歩合給の場合は，時間を延長したことによって成果が上がってい

るという面があり，時間単価に相当する部分は既に歩合給に含まれていると考えら

れることから，支払うべき割増賃金（残業代）は，時間単価の１２５％ではなく，

２５％で足りるとされています。 

Ｑ627．所定労働時間７時間３０分で，固定給，歩合給両方を支払って

いる場合の残業代は，どのように計算すればいいですか？ 



 

 所定労働時間７時間３０分で，固定給，歩合給両方を支払っている場合の残業代

の計算例は，次のとおりです。 

１ 企業，労働者の労働状況の確認 

企業Ａ社 

 ① １日の所定労働時間：７時間３０分 

 ② 所定休日：土，日，祝日，年末年始１２月２８日～１月５日，夏季休暇６日 

 ③ 就業規則上の法内時間外労働の賃金の定め：基本給の通常の労働時間の賃金

を支払う 

労働者Ｂ氏 

 ① 当月の賃金：基本給２５万円（他の手当無し），歩合給５万円 

 ② 当月の総労働時間数：２０８時間 

 ③ 当月の残業時間：法内時間外労働数１０時間，時間外労働時間数２５時間，

休日労働時間数１５時間，深夜（午後１０時～午前５時）労働時間数６時間 

２ 月によって定められた賃金の時間単価（小数点以下四捨五入） 

 ① 通常の労働時間の賃金の時間単価 

  年間（平成２９年）所定労働日数＝３６５日－休日１３５日＝２３０日 

  年間の所定労働時間数＝１日の所定労働時間７時間３０分×２３０日＝１７

２５時間 

  １月平均所定労働時間数＝１７２５時間÷１２か月＝１４３．７５時間 

  通常の労働時間の賃金の時間単価＝月給２５万円÷１４３．７５時間≒１７３

９円／時 

 ② 時間外労働の時間単価＝１７３９円／時×１．２５≒２１７４円／時 

 ③ 休日労働の時間単価 ＝１７３９円／時×１．３５≒２３４８円／時 

 ④ 深夜労働の時間単価 ＝１７３９円／時×０．２５≒ ４３５円／時 

３ 出来高払い制によって定められた賃金の時間単価（小数点以下四捨五入） 

 ① 通常の労働時間の賃金の時間単価＝歩合給５万円÷総労働時間数２０８時

間≒２４０円／時 



 

 ② 時間外労働の時間単価＝２４０円／時×０．２５＝６０円／時 

 ③ 休日労働の時間単価 ＝２４０円／時×０．３５＝８４円／時 

 ④ 深夜労働の時間単価 ＝２４０円／時×０．２５＝６０円／時 

４ 残業代単価 

 ① 法内時間外労働の時間単価＝１７３９円／時 

 ② 時間外労働の時間単価  ＝２１７４円／時＋６０円／時＝２２３４円／

時 

 ③ 休日労働の時間単価   ＝２３４８円／時＋８４円／時＝２４３２円／

時 

 ④ 深夜労働の時間単価   ＝ ４３５円／時＋６０円／時＝ ４９５円／

時 

５ 法内時間外労働，法定時間外労働の賃金 

 ① 法内時間外賃金＝１７３９円／時×１０時間＝１万７３９０円 

 ② 時間外割増賃金＝２２３４円／時×２５時間＝５万５８５０円 

 ③ 休日割増賃金 ＝２４３２円／時×１５時間＝３万６４８０円 

 ④ 深夜外割増賃金＝ ４９５円／時×６時間 ＝  ２９７０円 

６ 当月の残業代 

 Ｂ氏の当月の残業代＝１万７３９０円＋５万５８５０円＋３万６４８０円＋２

９７０円＝１１万２６９０円 
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